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                        主査委員 近藤一成      印 

                             谷藤悦史      印 

                             今村 浩      印 

  

候 補 者 名： 飯田 邦彦            

 

研究科・学部等： 政治学研究科           

 

研究題目・業績等： 国内観衆費用とナショナル・アイデンティティ   

      ―世論調査実験による検証―       

 

１． 審査結果 

本修士論文は小野梓賞に値すると判断する。 

 

 

２．論文審査概要 

飯田邦彦君の「国内観衆費用とナショナル・アイデンティティ」は、国際関係論で展

開されてきた「観衆費用」の概念を、わが国の場面において、実証的に検証した論考で

ある。「観衆費用」は、国際関係において、国家が「軍事力を行使する」というような

脅威をかけあう危機交渉の過程において、指導者の威嚇の信憑性を、その指導者が威嚇

を撤回した場合に伴う国内の政治的費用（例えば、支持率の低下、選挙での敗北等）の

点から計測する考え方である。 

   本論文は、「観衆費用」に関わる諸研究を踏まえ、軍事力の行使を前提としている国々

における「国内観衆費用」の考えを、軍事力の行使を認めないわが国に適応し、軍事力

を伴わない危機交渉においても、「観衆費用」が発生することと、「観衆費用」モデルが

成立することを実証的に明らかにしたものである。さらにまた、従来、「観衆費用」の

モデルでは、「費用」の発生メカニズムを所与としていたが、そこに焦点を当てて、国

内の構成員としての「観衆」の持つ国家に対するアイデンティティとの関連で、「費用」

の発生メカニズムを洗練した科学的手法で明らかにしたものである。わが国の政治学で、

「観衆費用」の問題を、信頼性の高い実証的な方法で、本格的に検証した初めての研究

ならびに論稿である。その意味で、高いオリジナリティを有していると言えよう。 

   論稿は、先行研究の詳細な検討から始まり、先行研究が明らかにした発見群を指摘し

つつ、先行研究で未解明の問題を抽出する。さらに、未解明の問題を実証的に解明する

ための仮説を設定し、仮説を検証するための世論調査実験の構想とその方法、ならびに

実験によるデータ収集の手続きを明らかにしている。世論調査実験では、近年の世論調

査実験に関わる調査法の発展を踏まえ、正確なデータ収集のための厳密な手続きを構築

し、世論調査実験による詳細なデータの収集を試みている。本論稿の高い正確性と実証

性を保証しているのは、こうした科学性を担保した洗練した世論調査実験の構築と手続

きにあると言えよう。 

 データ収集後には、「観衆費用」の発生、「観衆費用」の発生に関わる国際危機のコン

テクストの影響、「観衆費用」と「観衆」が保有する国家アイデンティティとの関係な



２０１２年 ２月 ２４日 

 小野梓記念「学術賞」選考委員会 

 

    委員長 赤 坂 喜 顕 殿 

 

 

小野梓記念学術賞審査報告書 
 

 

                        主査委員  大橋 幸泰     印 

                              曽根 威彦      印 

                              高橋 則夫      印 

  

候 補 者 名：  天田 悠           

 

研究科・学部等：  大学院法学研究科        

 

研究題目・業績等：刑法における治療行為の理論―日本･ドイツ･スイスの歴史的展開を素材として― 

 

 

１． 審査結果 

 

本論文は、上記テーマについて、ドイツ刑法における理論状況（第 1 章）と立法史（第 2

章）、スイス刑法における理論状況（第 3 章）、および日本における理論史（第 4 章）を詳細

にフォローした上で、刑法における治療行為論の現代的意義（第 5 章）を論じた力作である。

治療行為が患者の身体に対する侵襲を伴っているにもかかわらず犯罪とされないことの犯

罪論体系上の判断プロセス（治療行為傷害説と治療行為非傷害説の対抗）、患者の自己決定

権の取扱い、治療行為正当化の根拠と要件を体系的、総合的に扱った論説として、修士論文

としては秀逸の評価に値するものといえる。しかし、小野梓記念学術賞に相応しいレベルに

達しているかについては若干の難点があり、本賞受賞に該当しないものと判断する。 

 

２． 論文審査概要 

 

 本論文は、ドイツ･スイス･日本における治療行為論を丹念に調べた、いわば労作と称する

ことのできる修士論文である。しかしながら、本論文には以下の問題点がある。 

第一に、論文の構成上の問題として、各章間に主題・体裁上のばらつきがあり、相互の関

連性、整合性に欠けるうらみがある。例えば、各国の学説状況の把握・整理の仕方として、

ドイツ・スイスについては、治療行為が傷害罪の犯罪構成要件に該当するか否か、という特

定のテーマとの関連で、治療行為傷害説か治療行為非傷害説か、という形でいわば横断的に

学説が整理されているのに対し、日本については、刑法上の治療行為論に関わるあらゆる論

点について、時間的に理論展開の流れを追って時代ごとに学説が整理されている。 

 第二に、上記の問題とも関連するが、著者の問題関心が奈辺にあるのか、必ずしも明確で

ない。論述の多くは（第 1～4 章）、治療行為が傷害罪の構成要件に該当しないから犯罪でな

いのか（治療行為非傷害説）、傷害罪の構成要件に該当するが違法性が阻却されるから犯罪

とならないのか（治療行為傷害説）に置かれているが、全体の総括に当たる第 5 章において

は、この問題が比較的軽く扱われ、著者は、後者の立場から、治療行為の正当化論を詳細に

論じている。 

 第三に、論理が重視される法律学の論文にしては、個々の論述に詰めの甘さもみられる。



例えば、本論文では随所に内外の多数の学説・文献が紹介されているが、それぞれの見解に

対する著者の立場からの個別の評価・帰結が示されていない箇所が目立ち、学説の羅列に終

わっているきらいがある。また、内容面でみると、治療行為の傷害罪の構成要件該当性判断

に際して、傷害の意義に関する「生理的機能の障害」が治療侵襲自体指すのか、それとも治

療の成否を含めて治療行為による最終的な健康の回復をも視野に入れたものなのかを明ら

かにする必要があり、さらに、傷害罪の保護法益に関しては、自己決定権との関連で、身体

的利益とこれに対する法益主体の処分権との関係がいかにあるべきか、といった問題につい

て、よりいっそう突き詰めた考察が望まれるところである。 

 第四に、「刑法における」という限定が付されている以上、刑法学の理論的水準から本論

文を評価する必要がある。著者の刑法解釈論的な提言が述べられているのは、第 5 章「治療

行為論の現代的意義」においてである。そこでは、患者の意思（承諾）と専断的治療行為の

関係という重要問題が扱われ、正当化要件の下位基準が提示されている。すなわち、医学的

適応性、医術的正当性、患者の承諾という３要件がこれであり、著者は、これらをさらに、

医学的適応性につき、（１Ａ）医学的適応性がある場合、（１Ｂ）医学的適応性がない場合、

（１Ｃ）医学的適応性の存否を判定しがたい場合、医術的正当性につき、（２Ａ）医術的正

当性がある場合、（２Ｂ）医術的正当性がない場合、（２Ｃ）医術的正当性の存否を判定しが

たい場合、患者の承諾につき、（３Ａ）患者の承諾を完全に得ている場合、（３Ｂ）患者の承

諾がない場合、（３Ｃ）患者が明示的に承諾も拒否もしていない場合、という各要件の適用

モデルを展開している。 

 しかし、これらのモデルの相互関係は必ずしも明らかではない。３つの要件について３段

階の場合を分けた以上、幾通りもの図式が生じるのであり、それぞれの場合に、著者の立場

から、どのように結論づけ得るのかが明らかにされなければならないだろう。さらに、自己

決定権という現代社会におけるキーワードについて、どのように考えているのか、自己決定

権を重視するならば、患者の意思こそ絶対的要件となるべきであり、そうではなく、医学的

適応性や医術的正当性との関係で相対化するのであれば、患者の承諾という要件について、

さらに詳細に論じるべきであるが、簡単な变述にとどまっている。そして、補遺として、「医

プロフェッションの裁量」という、いわば、メディカルパターナリスムに触れているが、こ

れはいかにも唐突であり、これまでの变述との真剣な対比を必要とする箇所であろう。 

 このように、本論文には、刑法解釈論的に詰めの甘い点が散見される。前半の比較法的研

究、理論史研究は、それ自体に意味があるわけではなく、著者の考え方を根拠づけるもので

なければならないだろう。治療行為の正当化に焦点があるのであれば、違法（違法阻却）の

本質論を詳細に展開する必要があるが、この点についての变述はない。前半の比較法的、理

論史研究を詳細に展開したことによって、後半が手薄になったのであろう。さらに、著者の

問題意識が必ずしも明らかではないことから、前半の比較法的研究、理論史的研究の位置づ

けも曖昧になったように思われる。 

 

 以上により、本論文は、修士論文としては高い評価を与えることのできる業績であるが、

本賞受賞にふさわしい作品とまではいえない、というのが結論である。 

 

 

 

以  上 
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                       主査委員  渡辺 裕泰  印 

小林 啓孝  印 

                             佐藤 紘光  印 

  

候 補 者 名：亀岡 恵理子（かめおか えりこ） 

 

研究科・学部等：大学院商学研究科（会計学専攻） 

 

研究題目・業績等：財務諸表監査の失敗事例分析－監査の有効性の視点から－ 

 

１ 審査結果 

  

  慎重な審査の結果、3 名の主査委員は、この論文は、小野梓記念学術賞に値する修士論

文であると判断する。 

 

２ 論文審査概要 

 

亀岡恵理子氏のこの修士論文は、アメリカと日本における公認会計士制度の改革や監査

実務の改善のきっかけとなった公認会計士による財務諸表監査の失敗事例として、わが国

の 2 事例（上場会社であるカネボウと非上場会社である三田工業）及びアメリカの 1 事例

（WorldCom）を取り上げ、分析したケーススタディである。企業不祥事についてのジャ

ーナリスティックな評論はないわけではないが、学術論文として、入手した情報を一つず

つ手繰り寄せ、事件の背景・不正の仕組み・会計上の意味・関係者の責任・影響など、統

一的な視点を保ちながら包括的に分析しようとする試みはわが国ではほとんどない。ケー

ススタディの重要性は一般には理解されていても、不祥事を蒸し返して取り上げることの

心理的負担、必ずしも十分に資料が入手できるとは限らないという問題、ケースごとに内

容が変わることに対応せざるを得ない事情、きわめて実務的な問題を対象としつつその背

景にある問題を学問的に分析することの難しさなどから、多くの監査研究者が二の足を踏



んできた。アメリカでは、この種の研究は既に確立され、様々な研究成果が発表されてお

り、わが国でもこの種の研究を必要とするようになっている。亀岡恵理子氏の本研究は、

修士論文であるが、このような意味できわめて挑戦的な研究である。 

監査の失敗は、基本的には、監査人の監査対象法人からの精神的独立性の欠如と監査判

断上のミスに起因する。亀岡恵理子氏は、上記三つの事例について、新聞記事、学術論文・

実務論文、調査報告書など、一般に公表されている驚嘆に値する程の膨大な情報を実に丹

念に収集・整理したうえで、不正経理が行われた背景、粉飾決算の構図、監査人の関与等

の核心部分を、収集された資料に基づいて論理的に説明している。その結果、監査人の精

神的独立性の欠如が財務諸表監査の失敗に結びつくという因果関係を、それぞれのケース

ごとに徹底的に検証している。非常に良く調べて、整理してある意欲作である。 

  ただ、ケーススタディを通じて導き出された結論は、監査論に新たな知見を加えるよう

な所までには至っていない。この点に一抹の物足りなさを感ずるが、修士論文にそこまで

期待することはやや酷かもしれない。ケース分析についてのさらなる理論武装や分析視点

についての理論的考察は、亀岡恵理子氏の博士課程での今後の研究に大いに期待すること

としたい。 

以上のとおり、本論文は、修士論文としては質・量ともに大変立派なものであり、小野

梓記念学術賞に値するものと判断する。 

 

                                   以 上 
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                   主査委員 政治経済学術院 若田部昌澄  印 

                       理工学術院（創造理工学部）岸知二 印 

                       理工学術院（基幹理工学部）村岡洋一印 

  

候 補 者 名： 坂本 一憲            

 

研究科・学部等： 大学院基幹理工学研究科 情報理工学専攻 博士後期課程 ２年 

 

研究題目・業績等： 多プログラミング言語対応のソースコード処理ツールのフレームワーク

とその利用例 

 

１． 審査結果 

 

 本候補者を小野梓記念学術賞に強く推薦する。 

 

２． 論文審査概要 

 

本候補者の研究成果は研究業績そのものとしての独創性のみならず、広く社会において利

用可能なシステムとして実装しているという有用性も高く評価できる。これらについては国

内の有数の学術・技術推進機関においても、以下のように評価されている。 

 

（１） ２００９年第８回情報科学技術フォーラム船井ベストペーパー賞 

（２） 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）未踏スーパークリエータ認定 

 

本研究成果は、複数のプログラミング言語に対応したソースコード処理を行うためのフレ

ームワークと、そのフレームワークのテストカバレッジ（網羅率）測定ツールへの適用に関

するものである。近年、ソフトウェアシステムが社会の基盤を支えるようになっており、そ

の品質は社会生活の安心や安全に大きくかかわっている。テストカバレッジ（網羅率）測定

技術など、ソフトウェアの静的解析技術はソフトウェア品質保証の一翼を担う重要技術であ

るが、その実現のためにはプログラムの構造を解析するソースコード処理が必須である。 

ソフトウェア（プログラム）が作成者の意図に従って正しく動作するかを試験（テスト）

するための基本的な方法は、実際にプログラムを実行し、その動作を確認する作業を行うこ

とである。ソフトウェアテストは、プログラム中の欠陥をできる限り多く発見することを目

標として行われる。 

 プログラムは一般には文を単位として、複数の文が並んで構成される。特に指定が無けれ

ば文は記述された順に最初から最後に至って実行されるだけであり、動作確認もこの実行を

行うのみで十分である。しかし、プログラム中にはこの実行順序の変更を指示する分岐など

があるために、文の実行順序も複雑になる。このため、一般には全ての実行順序について動

作確認を行う事は困難になり、その結果プログラムの有する全ての可能な実行順序について

どれだけの割合の部分を実行して動作確認を行えたかを示すテストカバレッジ（網羅率）が

テストを行う際には非常に重要な指標となる。 



このテストカバレッジ（網羅率）を測定するツールとしては、これまでC 言語やJava 言

語といった主要なプログラミング言語（以降，言語）に対しては実用的なツールが提供され

ている。しかし、COBOL 言語といった旧来言語やLua 言語といったマイナーな言語について

は存在していない。さらに今後予想されるパラダイムの変化と言語の多様化の進展への対応

も行われていない。 

このような状況を打破するために、本候補者は複数言語に対するテストカバレッジ（網羅

率）測定フレームワークを提案しかつその実装を行った。このフレームワークの独創的な点

は、言語の文法（シンタックス）に焦点を当て言語間の共通要素の抽出と相違点の吸収を行

い特定の言語に特化した測定ツールの開発コストを低減するとともに、新規言語への対応や

機能拡張の支援を行うことにより、複数の言語における統一的で柔軟なテストカバレッジを

実現可能としたところなどにある。 

提案されたフレームワークは複数のプログラミング言語の文法をすべて包括した構文解

析機能を実現するという独創的な発想に基づいている。フレームワークとはソフトウェアア

ーキテクチャ（基本概念）であり、これにより汎用的な設計を可能とするものである。提案

されたフレームワークはテスト対象となるプログラムへのテスト用のコード埋め込み、コー

ド実行、カバレッジ表示の三つのサブシステムから構成される。本候補者の研究における主

要な発案の一つがコード埋め込みサブシステムにおけるAST（Abstract Syntax Tree；抽象

構文木）の採用にある。ASTは言語に依存せずにプログラムの構成を抽象的に記述するため

のものである。 

また本候補者がこれを、単なる研究用のプロトタイプとしてではなく、実用に耐えること

のできるソフトウェアとして実現したところにもうひとつの大きな貢献がある。実用的なソ

フトウェアを実現するには、様々な利用方法を想定した堅牢な作りにしたり、大量のデータ

を現実的に許容されるメモリ量や速度で処理できるようにしたりするなど、多くの技術的、

工学的なチャレンジがある。しかし本候補者はそれらのチャレンジを乗り越えて、実用レベ

ルのソフトウェアへと仕上げている。これに関し本候補者は独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）の未踏スーパークリエータ認定を得ている。現在、このフレームワークに基づいた

商用テストツールの商品化が進められていることからも、本研究の実用性の高さが示されて

いる。さらに、本技術は静的解析だけでなく、ゲームソフトウェアの基盤にも応用されてい

る。 

 このように候補者の研究は、ソフトウェア品質保証からゲームソフトウェア開発までの広

い応用範囲を持ち、また学術面だけでなく、実用性の面からも高い完成度を持っていると考

えられ、本記念賞にふさわしい業績と考える。 

 

 

以  上 



2012 年 2 月 29 日 

 小野梓記念「学術賞」選考委員会 

 

    委員長 赤 坂 喜 顕 殿 

 

 

小野梓記念学術賞審査報告書 

 

 

                        主査委員   浅 野 光 行    印 

                              高 松 敦 子   印 

                               永 島   計   印 

  

候 補 者 名： 平 尾 彰 子           

 

研究科・学部等： 大学院先進理工研究科 電気・情報生命専攻 博士後期課程 ２年 

 

研究題目・業績等： 

＜研究論文＞ A balanced diet is necessary for proper entrainment signals of the mouse liver clock 

（マウスの肝臓体内時計の同調にはバランスの良い栄養素が必要である） 

＜参考資料＞・Combination of starvation interval and food volume determines the phase of the liver 

circadian rhythm in Per2:@:Luck Knock-in mice under two meals per day feeding  

（マウスに１日２食を与えた場合、肝臓の体内同調は食事間隔と食事量に依存する） 

・ The protective and recovery effects of fish oil supplementation on cedar 

pollen-induced allergic reactions in mice  

（魚油を含む食餌はマウスの花粉症モデルで、予防効果と治療効果を発揮する） 

 

１． 審査結果 

本研究論文は、肝臓の体内時計が食事の栄養バランスによって同調効果が異なることを

マウスの実験を通して明らかにしたものである．食事の間隔と量による体内時計の同調性に

関する本人のこれまでの研究成果等とともに、「時間栄養学」の分野の発展に大きく貢献す

るばかりでなく、今後の発展への期待も大きいものと評価できる． 

よって、３人の主査委員は全員一致で本研究成果が小野梓記念学術賞に相応しいものと

判断する． 

 

２． 論文審査概要 

ヒト、マウスを含めた生物は24時間丁度ではなく、それより少し長い24.5時間程度の自

発リズム(概日リズム)を持つ。概日リズムは地球の自転周期と同じ24時間周期で変動する太

陽光の光刺激により丁度24時間に調節(リセット)される。光によるリセットは、光感受性が

ある脳の視交叉上核と呼ばれる部位で行われ、身体全体のリズム調整はその部位がトップダ

ウン的に行っていると考えられてきた。しかし、体内時計のリズム調整に関与する時計遺伝

子が発見され、それは体内の至る所にある細胞に存在することが明らかになると、脳だけで



なく肝臓、腎臓、胃腸、骨格筋が体内時計の調節に重要な役割を果たすことが示唆されるよ

うになってきた。候補者は、光ではなく臓器への直接刺激となる摂食行動に着目し、周期的

な(規則正しい)摂食でも体内時計をリセットできることを、マウスを用いた実験で明らかに

している。 

本研究論文に至る研究論文２編を含め、候補者の時間栄養学に関する一連の研究成果を

まとめると以下の通りである。 

 (1) 血糖値上昇に直結する炭水化物が、体内時計のリセットに有効であることを示した。

また、炭水化物単独よりもタンパク質との同時摂食がより有効であることを示した。つ

まり、栄養バランスの良い食事が体内時計の同調には重要であることを示唆する。この

成果は候補者が筆頭著者として自然科学全分野が対象であるオープン・アクセス・ジャ

ーナルのPLoS ONE(2009)に掲載され、わずか2年あまりの短期間で専門誌等から5件の引

用がある(セルフ・サイテーションを除く, Google Scholar 調べ)。 

(2) 1日複数回の食事のタイミングと摂食量比の体内時計のリセット効果を調べ、朝夕1日2

食の実験では朝に比重を置いた食事がリズム維持には有効であり、逆に夕食に比重を置

いた食事ではリズムを狂わす(位相シフト)効果があることを示した。この成果は 候補

者が筆頭著者として専門誌であるAm. J Physiol Gastrointest Liver Physiol (2010)に掲載さ

れた。 

(3) 魚に多く含まれる脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸

(EPA)が花粉症モデルマウスにおいて、予防効果と治癒効果があることを示した。この

成果は、候補者が筆頭著者として専門誌であるFood and Nutrition Science(2012)に掲載さ

れた。 

以上のように、候補者は栄養学に体内時計の概念を取り入れた「時間栄養学」の研究に

主体的、積極的に取り組み、栄養学に新しい道筋を示した。これらのモデルマウスを用いた

一連の研究の成果により、今後ヒトの健康・医療に大きく貢献することが期待される。 

これらの成果は、外部にも非常に高く評価され、若手・学生に限定していない一般の研

究者が対象である「杉田玄白賞」、満35歳以下の若手研究者が対象である「ネスレ栄養科学

会議 論文賞」の受賞へと結びついている。学位取得前にこれらの賞を受賞することは極め

て異例であり、候補者の研究者としての能力の高さを示している。 

 

以上のことから、候補者の研究・業績は小野梓記念学術賞にふさわしいものと考える。 

 

以  上 



２０１２年２月２８日 

 小野梓記念「学術賞」選考委員会 

 

    委員長 赤 坂 喜 顕 殿 

 

 

小野梓記念学術賞審査報告書 
 

 

                        主査委員   内田 直    印 

                               正木宏明    印 

                               原田宗彦    印 

  

候 補 者 名：     水口暢章     

 

研究科・学部等：  スポーツ科学研究科   

 

研究題目・業績等：  運動イメージ中の脳活動に体性感覚が及ぼす影響   

 

 

１． 審査結果 

 本研究成果は、スポーツ科学の新しい分野である中枢神経系研究の基礎的知見の集積に寄

与するだけでなく、実際のイメージトレーニングに関する競技現場やリハビリテーションへ

の応用的寄与、更にはブレインマシンインターフェースの性能向上に寄与する可能性のある

重要な研究である。研究成果は、既に国際誌へも掲載されており、当該学問分野からの評価

も高い。よって審査委員は合議の結果、小野梓記念学術賞を受けるに値すると判断した。 

 

２． 論文審査概要 

本候補者である水口君は、2007 年本学スポーツ科学研究科に入学以来、運動イメージ中

の脳活動に体性感覚が及ぼす影響について研究してきた。運動イメージとは、実際には体を

動かさずに、体の動きを内的にイメージすることである。水口君は、この運動イメージを行

っている最中に手で物に触れるなどの体制感覚刺激を加えた場合に、これがどのようにイメ

ージに影響するのかについて研究を行った。研究の方法は、運動誘発電位(MEPs)による大

脳皮質興奮性の測定値を運動イメージ評価の生理学的指標としている。MEPs は大脳皮質一

次運動野の興奮性を示す指標であるが、内的な活動である運動イメージの程度に応じて大脳

皮質一次運動野の興奮性が変化するという仮説は、妥当なものであろう。 

 

水口君の一連の研究によれば、体性感覚の刺激がイメージしている運動に近ければ近いほ

ど、皮質の興奮性は上昇し、より鮮明なイメージができているということになる。つまり、

実際にイメージする運動に使われる物を触ってイメージしたほうが良いということになる。

本研究の結果は、現実的な感覚とも一致したものであるが、これをエビデンスとして示した

ことに大きな意義がある。 

 

本研究は、基礎的エビデンスではあるが、将来的には競技スポーツにおけるトレーニング

や、リハビリテーションの分野などに大きな応用の発展性を秘めた重要な研究と評価できる。

例えば、バットを握りながら、スィングのイメージトレーニングを行うことがより効果的で

あるというトレーニング技術の基礎的な裏付けとなる。また、これと同様に、脳梗塞後の運

動回復のためのリハビリテーションを行う際の技術開発にも、重要な知見となる。リハビリ

テーションが効率的に行われることは、運動障害に苦しむ多くの人たちの生活の質をはやく

向上させることにもなる重要な分野である。更に興味深い可能性としては、ブレインマシン



インターフェース技術への貢献がある。脳におけるイメージをより鮮明なものにするために、

体制感覚刺激を補助的に用いることはこれまで十分に認識されていなかった。しかし、水口

君の研究が更に積み重ねられれば、より精度の高いブレインマシンインターフェースが作ら

れる可能性がある。 

 

更に、水口君はこの他にも、東京体育学会賞の受賞、スポーツ科学学術院 2008 年度修士

論文コンテスト優勝、スポーツ科学学術院濱野吉生学術賞など、多くの高い評価を受けてい

る。 

 

これらの検討結果を踏まえ、本業績が小野梓記念学術賞を受けるに値するものと審査委員

全員一致で判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 



らびにその因果メカニズムに関する分析を、順序ロジステック法などを採用して実施し

ている。分析手続きは、論理的で説得的、極めて簡潔に「観衆費用」の発生、それに対

する観衆の国家アイデンティティの関係を解明している。 

   本論稿で明らかにされたことは、第１に、軍事的な脅威を行使できないわが国の固有

の状況下において、自衛隊を派遣するという日本特有の威嚇や経済制裁の発動という非

軍事的な威嚇においても、「観衆費用」が発生することである。第２に、国家に対する

帰属意識が高い個人ほど、「観衆費用」をより多く発生させることである。とりわけ、

第２の発見の意味は大きい。従来の「観衆費用」に関する分析は、政治体制が「観衆費

用」の大きさ外在的に説明するとしてきたが、本研究は、「観衆費用」の発生や大きさ

が、「観衆」そのものの帰属意識にあることを提示したからである。 

   この発見は、「観衆費用」に関する研究に新たな展望を開くものであろう。つまり、

「観衆費用」の研究視点を、外形的な「政治体制」の問題から、「政治体制」を構成す

る主体、すなわち市民、市民からなる集団の問題へと転換を示唆しているからである。

筆者の言葉を借りるならば、「観衆」そのもののあり方を問うことこそが、「観衆費用」

研究の最も重要で、これまで見落とされた視座であることを明らかにしたのである。今

後は、現代「観衆」すなわち現代市民の指導者認知と帰属意識、集団や国家に対する認

知や帰属意識などが、広く問われなければならないであろう。そしてそれは、「観衆費

用」研究が、国際関係論における危機交渉モデルにとどまらず、政治の多様な場面で展

開される可能性も示唆している。導き出された発見群は、一見すると常識的であるが、

その意味するところは、政治現象の解明においても、政治学研究においても大きいと言

わなければならない。 

先行研究を踏まえた上での、オリジナリティのある実験の構築、発見とその意味づけ、

将来的な研究の発展可能性において、小野梓賞に値する優れた研究であると結論できよ

う。なお、「観衆」という言葉は、わが国においては従来、「聴衆＝視聴者」ないし「観

客」として用いられてきた。それを、あえて「観衆」とした理由は何故なのか。研究に

おける主要な概念として定着させるのであれば、やや詳細で丁寧な説明が必要であるこ

とを、付記しておく。 

 

以  上 


